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保護者の皆様

安芸太田町立安芸太田中学校

校  長  林  健 太 郎

広島県の感染レベルの引き下げに伴う出席停止の取扱いについて
（ お 知 ら せ ）

 向春の候，保護者の皆様におかれましては，益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。また，日頃

より，新型コロナウイルス感染拡大防止にご理解とご協力をいただき，感謝いたしております。

 さて，令和５年２月 21日開催された新型コロナウイルス感染症広島県対策本部第 65回本部員会

議において，県の感染レベルが「レベル１」に引き下げられました。これに伴い，学校では，文部科

学省から示されている「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～『学

校の新しい生活様式』～（2022.4.1 Ver.８）」の「レベル１」の行動基準により，感染拡大防止対策

を引き続き行って参ります。

 これに関わって，出席停止の取扱いについて，次の通り変更となりますので，ご理解とご協力をお

願いいたします。

変更前 変更後

 同居家族に未診断の発熱等の症状が見

られる場合は登校させない。（この場合，出

席停止の取扱いとなります。）

同居家族に未診断の発熱等の症状が見

られる場合でも登校してよい。（欠席をし

た場合，出席停止の取扱いにはなりませ

ん。）

※ 重症化リスクが高いなどの事情がある

場合は，別途ご相談ください。

※ これまで通り，本人に発熱や咳等の症状がある場合には，自宅で休養をしてください。（この場

合は，出席停止の取扱いになります。）


